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告 示

北海道教育委員会告示第２６号
平成２５年度北海道教育委員会職員（学芸員）採用試験を次の要項により行う。
平成２５年４月２３日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義

平成２５年度北海道教育委員会職員（学芸員）採用試験実施要項

１ 目的
この試験は、北海道立北方民族博物館に勤務し、世界の北方地域の諸民族の文化に関す
る資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項
に従事する学芸員を採用するために行うものです。
２ 採用職種等

平成２５年１０月１日北海道立北方民族博物館（網走市）１名学芸員
採用予定日勤務場所採用予定数採用職種

３ 受験資格
�１ 次の全ての要件を満たす者
ア 昭和４８年４月２日以降に生まれた者で、平成２５年１０月１日から勤務が可能なもの
イ 博物館法第５条第１項に規定する学芸員となる資格を有する者（又は、平成２５年９
月３０日までに学芸員となる資格を取得する見込みの者）
ウ 大学又は大学院において考古学その他これに準ずる科目を専攻している者
�２ 地方公務員法第１６条各号のいずれかに該当する者は受験できません。
ア 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。）
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく
なるまでの者
ウ 北海道職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
エ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第５章に規定する罪
を犯し刑に処せられた者
オ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で
破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

４ 試験の日程及び会場等
�１ 第１次試験
ア 期 日 平成２５年６月３０日（日）
イ 会 場 未定
ウ 試験内容

平成２５年４月２３日
（火曜日）
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学芸員としての専門的知識等に関する記述式筆記試験専 門 試 験
基礎的な職務能力についての筆記試験職務基礎力試験

内 容区 分

※ 日程及び会場等の詳細は、受験票でお知らせします。
�２ 第２次試験
ア 期日・会場 平成２５年８月上旬（札幌市）
第１次試験合格者に対し、別途お知らせします。

イ 試験内容

第１次試験合格者に対し、個別面接を行います。口 述 試 験
内 容区 分

※ 上記試験のほかに適性検査を実施します。
５ 合格発表
合格者の発表は受験番号のみにより行います。合否については、掲示場所で確認してく
ださい。
また、合格者には合格通知書を送付します。
�１ 合格発表日
・第１次試験合格発表 平成２５年７月２４日（水）
・最終合格発表 平成２５年８月３０日（金）

�２ 掲示場所
北海道庁別館７階掲示板
なお、北海道教育委員会のホームページ上でも合格者の受験番号を発表します。
（http : //www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp）

６ 申込方法
�１ 申込書類
ア 平成２５年度北海道教育委員会職員（学芸員）採用試験申込書（所定の様式）
イ 調査研究業績調書（所定の様式）
ウ 博物館法第５条第１項に規定する学芸員となる資格を有することの証明書等（資格
取得見込みの者は、資格取得見込証明書等）
エ 大学以上の全ての卒業（修了）証明書（卒業（修了）見込みの者は、卒業（修了）
見込証明書）及び成績証明書
オ 官製はがき（第１次試験の受験票として返送しますので、宛先欄に受験者の住所及
び氏名を明記すること。なお、裏面は何も記入しないでください。）

※ アについては、北海道教育庁総務政策局総務課、各北海道立美術館及び各教育局で
配付します。また、北海道教育委員会のホームページからダウンロードできます。
なお、郵便で申込書を請求する場合は、封筒の表に「学芸員申込書請求」と朱書き
し、１２０円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号：Ａ４判が入る大きさ）を
同封し、１１の申込先に請求してください。

�２ 申込方法及び受付期間

「簡易書留」扱いとする。
平成２５年５月２７日（月）の消
印のものまで有効郵送の場合

９時から１７時まで
（土曜日、日曜日、祝日及び年末年
始の休日を除く。）

平成２５年４月２３日（火）から
平成２５年５月２７日（月）まで

持参する場合

備 考受 付 期 間申込方法

（注）１ 申込書類が不備のものは受け付けません。また、この試験において提出され
た書類は返却できません。
２ 申込書類に虚偽の記載があった場合は、受験又は採用の対象から除かれるこ
とがあります。
３ 身体に障害があり、試験会場において特に配慮を必要とする方は、申込時に
１１の申込先に連絡してください。

７ 受験票の送付
受験票は、平成２５年６月２４日（月）までに到着するよう発送します。
なお、平成２５年６月２４日（月）までに到着しない場合は、１１の問合せ先に照会してくだ
さい。
８ 第１次試験当日の携行品
試験当日は、受験票（顔写真を貼ること。）、鉛筆数本、プラスチック製消しゴム及び昼
食を持参してください。

平成２５年４月２３日（火曜日） 北海道教育委員会公報
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９ 給与
給与は、北海道職員の給与に関する条例等に基づき支給されます。

１０ 採用の方法
採用に当たっては、健康判定審査を受けることが必要です。健康判定審査の結果、職務
の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないことが明らかとなった場合には、採用され
ないことがあります。

１１ 申込先及び問合せ先
〒０６０―８５４４ 札幌市中央区北３条西７丁目
北海道教育庁総務政策局総務課人事グループ
電話 ０１１―２３１―４１１１ 内線 ３５―１１８

北海道教育委員会告示第２７号
次の教育職員免許状は、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第１０条の規定により、
失効した。
平成２５年４月２３日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義

教育職員免許法第１０条第１項第２号失 効 の 事 由
平成２５年３月１３日失 効 年 月 日

北海道教育委員会昭和６３年３月１５日

昭６３高２普第２２２号高等学校教諭１種免許状
（音 楽）

昭６３中１普第２０７号中学校教諭１種免許状
（音 楽）

昭６３小１普第１８２号小学校教諭１種免許状
授 与 権 者授 与 年 月 日免許状の番号免許状の種類（教科）

北 海 道本 籍 地� 橋 剛 司氏 名
教育職員免許法第１０条第１項第２号失 効 の 事 由
平成２５年３月１３日失 効 年 月 日

北海道教育委員会平成１７年３月１５日

平１６養学一種第０１７５号養護学校教諭１種免許状

平１６高一種第２４１０号高等学校教諭１種免許状
（外国語（英語））

平１６高一種第２４０９号高等学校教諭１種免許状
（数 学）

平１６中一種第１４５６号中学校教諭１種免許状
（外国語（英語））

平１６中一種第１４５５号中学校教諭１種免許状
（数 学）

平１６小一種第０６７５号小学校教諭１種免許状
授 与 権 者授 与 年 月 日免許状の番号免許状の種類（教科）

北 海 道本 籍 地杉 村 正 和氏 名
教育職員免許法第１０条第１項第２号失 効 の 事 由
平成２５年３月１３日失 効 年 月 日

北海道教育委員会

平成１５年６月２３日平１５高専修第００８７号高等学校教諭専修免許状
（数 学）

昭和５８年３月１５日

昭５８高２普第１７０４号高等学校教諭１種免許状
（数 学）

昭５８中１普第１３６１号中学校教諭１種免許状
（数 学）

昭５８小１普第８３９号小学校教諭１種免許状
授 与 権 者授 与 年 月 日免許状の番号免許状の種類（教科）

北 海 道本 籍 地川 島 保 利氏 名

北海道教育委員会告示第２８号
学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５５条の規定による技能教育のための施設における連
携措置に係る科目及び連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目の指定を、次のとおり
追加、変更及び解除した。
平成２５年４月２３日
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北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義
１ 技能教育のための施設の名称
苫小牧高等商業学校

２ 連携措置に係る科目及び連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目の追加指定

商 品 開 発商 品 開 発
連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目連携措置に係る科目

３ 連携措置に係る科目及び連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目の指定の変更
変更前

会 計会 計
商 業 技 術商 業 技 術

連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目連携措置に係る科目

変更後

財 務 会 計 Ⅰ財 務 会 計 Ⅰ
ビ ジ ネ ス 実 務ビ ジ ネ ス 実 務

連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目連携措置に係る科目

４ 連携措置に係る科目及び連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目の指定の解除

マ ー ケ テ ィ ン グマ ー ケ テ ィ ン グ
連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目連携措置に係る科目

５ 指定年月日
平成２５年４月１日

北海道教育委員会告示第２９号
学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５５条の規定による技能教育のための施設における連
携措置に係る科目及び連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目の指定を、次のとおり
追加及び変更した。
平成２５年４月２３日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義
１ 技能教育のための施設の名称
北見商科高等専修学校

２ 連携措置に係る科目及び連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目の追加指定

ビ ジ ネ ス 経 済ビ ジ ネ ス 経 済
連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目連携措置に係る科目

３ 連携措置に係る科目及び連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目の指定の変更
変更前

文 書 デ ザ イ ン文 書 デ ザ イ ン
商 業 技 術商 業 技 術

連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目連携措置に係る科目

変更後

電 子 商 取 引電 子 商 取 引
ビ ジ ネ ス 実 務ビ ジ ネ ス 実 務

連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目連携措置に係る科目

４ 指定年月日
平成２５年４月１日

北海道教育委員会告示第３０号
学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５５条の規定による技能教育のための施設における連
携措置に係る科目及び連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目の指定を、次のとおり
追加した。
平成２５年４月２３日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義
１ 技能教育のための施設の名称
札幌科学技術専門学校

２ 連携措置に係る科目及び連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目の追加指定

工 業 数 理 基 礎工 業 数 理 基 礎
連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目連携措置に係る科目

平成２５年４月２３日（火曜日） 北海道教育委員会公報
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地 球 環 境 化 学地 球 環 境 化 学
コンピュータシステム技術コンピュータシステム技術
電 気 基 礎電 気 基 礎
自 動 車 工 学自 動 車 工 学
電 子 技 術電 子 技 術
製 図製 図

３ 指定年月日
平成２５年４月１日

北海道教育委員会告示第３１号
次の公印を作成し、平成２５年４月１日その使用を開始した。
平成２５年４月２３日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義

２０㎜平方北海道千歳高等支援学校長の印

３０㎜平方北海道千歳高等支援学校の印

４５㎜平方北海道千歳高等支援学校の印

印 影規 格公 印 の 種 別

通知・通達・照会

教 給 第 ８ 号
平成２５年４月２３日

各 次 課 長
各 出 先 機 関 の 長
各 所 管 機 関 の 長 様
札幌市を除く各市町村教育委員会教育長
（札幌市を除く各市町村立学校長）

北海道教育委員会教育長
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住居手当の運用等についての一部改正について等について（通知）
住居手当の運用等についての一部改正について（平成２５年３月２９日付け人委第７７５号）等
の通知が別記１から別記５までのとおり北海道人事委員会事務局長からあったので、通知し
ます。

記
１ 住居手当の運用等についての一部改正について（平成２５年３月２９日付け人委第７７５号）
（別記１）
２ 通勤手当に関する規則の運用についての一部改正について（平成２５年３月２９日付け人委
第７７６号）（別記２）
３ 単身赴任手当の運用についての一部改正について（平成２５年３月２９日付け人委第７７７号）
（別記３）
４ 管理職手当に関する規則第２条第２項ただし書、別表第１、別表第２及び別表第３の規
定に基づく指定についての一部改正について（平成２５年３月２９日付け人委第７７９号）（別記
４）
５ 校長、教頭及び事務長に係る管理職手当についての一部改正について（平成２５年３月２９
日付け人委第７８０号）（別記５）

（教育職員局給与課給与制度グループ）

別記１
人 委 第 ７７５ 号
平成２５年３月２９日

北 海 道 総 務 部 長
北 海 道 教 育 庁 教 育 次 長
北 海 道 警 察 本 部 警 務 部 長
北 海 道 議 会 事 務 局 長
北 海 道 監 査 委 員 事 務 局 長
北海 道 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長 様
北海道連合海区漁業調整委員会事務局長
各海 区 漁 業 調 整 委 員 会 事 務 局 長
北海道内水面漁場管理委員会事務局長
札幌 市 教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 長
北 海 道 人 事 委 員 会 事 務 局 長

北海道人事委員会事務局長

住居手当の運用等についての一部改正について（通知）
住居手当の運用等について（昭和４９年１２月１２日付け人委第８３４号－３通知）の一部が次の

とおり改正されたので、平成２５年４月１日以降はこれによって実施してください。
記

本文中「なお、第４の�２及び�３の規定は、昭和４９年４月１日から適用してください。」を
削る。
第４第５項中「公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例（」を「外国の地方
公共団体の機関等に派遣される北海道職員等の処遇等に関する条例（昭和６３年北海道条例第
１号）第２条第１項若しくは公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例（」に改
め、「復帰した職員」の次に「又は北海道職員等の分限に関する条例（昭和２７年北海道条例
第６０号）第１条の２第１号の規定による休職から復職した職員」を、「当該復帰」の次に
「又は復職」を加え、同項の�１中「�２」を「�２及び�３」に改め、同項の�３中「�１及び�２」を
「�１から�３まで」に改め、同項の�３を同項の�４とし、同項の�２の次に次のように加える。
�３ 単身赴任手当の運用について（平成２年３月２６日付け人委第１０２２号通知）規則第５
条関係第６項第４号又は第５号の規定により単身赴任手当を支給されることとなる職
員の単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅

（給与課給与グループ）

別記２
人 委 第 ７７６ 号
平成２５年３月２９日
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北 海 道 総 務 部 長
北 海 道 教 育 庁 教 育 次 長
北 海 道 警 察 本 部 警 務 部 長
北 海 道 議 会 事 務 局 長
北 海 道 監 査 委 員 事 務 局 長
北海 道 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長 様
北海道連合海区漁業調整委員会事務局長
各海 区 漁 業 調 整 委 員 会 事 務 局 長
北海道内水面漁場管理委員会事務局長
札幌 市 教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 長
北 海 道 人 事 委 員 会 事 務 局 長

北海道人事委員会事務局長

通勤手当に関する規則の運用についての一部改正について（通知）
通勤手当に関する規則の運用について（昭和４４年４月１５日付け４４人委第２４０号通知）の一
部が次のとおり改正されたので、平成２５年４月１日以降はこれによって実施してください。

記
第１６条関係第２項を次のように改める。
２ 第３号の「人事委員会の定める職員」は、次に掲げる職員とする。
�１ 部局を異にする異動又は在勤する部局の移転（以下「異動等」という。）に伴い転
居したことのある職員で、過去６年以内において当該異動等の直前に居住していた住
居（特別急行列車等を通勤のため利用する経路が異ならない住居を含む。）に再び転
居したもののうち、道職員給与条例第１１条第１項第１号又は第３号、学校職員給与条
例第１０条の２の４第１項第１号又は第３号及び警察職員給与条例第１３条第１項第１号
又は第３号に掲げる職員で、当該居住していた住居からの通勤のため、特別急行列車
等でその利用が規則第１２条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資す
るものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担すること
を常例とするもの（特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における
通勤距離が６０キロメートル以上若しくは通勤時間が９０分以上であるもの又は交通事情
等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものに限る。）及びこれに準ず
る職員として人事委員会が定める職員とする。
�２ 職員以外の地方公務員等又は学校職員以外の地方公務員等であった者から人事交流
等又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第
５０号）第１０条第１項の規定による採用により引き続き給料表の適用を受ける職員とな
った者のうち、職員以外の地方公務員等又は学校職員以外の地方公務員等としての在
職を給料表の適用を受ける職員としての在職と、その間の勤務箇所を道職員給与条例
第１１条第３項、学校職員給与条例第１０条の２の４第３項、警察職員給与条例第１３条第
３項若しくは前号の部局とみなした場合に、当該人事交流等又は採用により給料表の
適用を受ける前から引き続き道職員給与条例第１１条第３項、学校職員給与条例第１０条
の２の４第３項、警察職員給与条例第１３条第３項若しくは前号に規定する職員である
要件に該当することとなる職員又は当該適用以後に前号に規定する職員である要件に
該当することとなる職員
�３ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される北海道職員等の処遇等に関する条例第２
条第１項若しくは公益的法人等への北海道職員等への派遣等に関する条例第２条第１
項の規定による派遣から職務に復帰した職員又は北海道職員等の分限に関する条例第
１条の２第１号の規定による休職から復職した職員のうち、派遣の期間中の勤務箇所
又は休職の期間中の勤務箇所を道職員給与条例第１１条第３項、学校職員給与条例第１０
条の２の４第３項、警察職員給与条例第１３条第３項若しくは第１号の部局とみなした
場合に、当該職務への復帰若しくは休職からの復職前から引き続き道職員給与条例第
１１条第３項、学校職員給与条例第１０条の２の４第３項、警察職員給与条例第１３条第３
項若しくは第１号に規定する職員である要件に該当することとなる職員又は当該職務
への復帰若しくは休職からの復職以後に第１号に規定する職員である要件に該当する
こととなる職員

（給与課給与グループ）

別記３
人 委 第 ７７７ 号
平成２５年３月２９日
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北 海 道 総 務 部 長
北 海 道 教 育 庁 教 育 次 長
北 海 道 警 察 本 部 警 務 部 長
北 海 道 議 会 事 務 局 長
北 海 道 監 査 委 員 事 務 局 長
北海 道 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長 様
北海道連合海区漁業調整委員会事務局長
各海 区 漁 業 調 整 委 員 会 事 務 局 長
北海道内水面漁場管理委員会事務局長
札幌 市 教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 長
北 海 道 人 事 委 員 会 事 務 局 長

北海道人事委員会事務局長

単身赴任手当の運用についての一部改正について（通知）
単身赴任手当の運用について（平成２年３月２６日付け人委第１０２２号通知）の一部が次のと
おり改正されたので、平成２５年４月１日以降はこれによって実施してください。

記
本文中「平成２３年４月１日以降」を「平成２５年４月１日以降」に改める。
道職員給与条例第１１条の２、学校職員給与条例第１０条の２の５及び警察職員給与条例第１３
条の２関係第１項中「及び派遣からの復帰（公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関す
る条例（」を「、派遣からの復帰（外国の地方公共団体の機関等に派遣される北海道職員等
の処遇等に関する条例（昭和６３年北海道条例第１号）第２条第１項若しくは公益的法人等へ
の北海道職員等の派遣等に関する条例（」に改め、「をした場合」の次に「又は休職からの
復職（北海道職員等の分限に関する条例（昭和２７年北海道条例第６０号）第１条の２第１号の
規定による休職から復職することをいう。以下同じ。）をした場合」を、「当該復帰」の次に
「又は復職」を加える。
規則第５条関係第６項第３号中「復帰をしたもの」の次に「又は休職からの復職をしたも
の」を、「当該復帰」の次に「又は復職」を加え、同項第５号中「復帰をした職員」の次に
「又は休職からの復職をした職員」を、「派遣の期間中の勤務箇所」の次に「又は休職の期
間中の勤務箇所」を、「当該派遣からの復帰」の次に「又は休職からの復職」を加え、同項
に次の１号を加える。
�６ 単身赴任手当の支給を受けている配偶者（職員以外の地方公務員等であった者から
人事交流等又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第１０条第
１項の規定による採用により引き続き給料表の適用を受ける職員となった配偶者で第
４号に掲げる職員に該当するもの及び派遣からの復帰をした配偶者又は休職から復職
した配偶者で前号に掲げる職員に該当するものを含む。以下この号において同じ。）
が部局を異にする異動又は在勤する部局の移転（職員以外の地方公務員等であった者
から人事交流等又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第１０
条第１項の規定による採用により引き続き給料表の適用を受ける職員となった配偶者
で第４号に掲げる職員に該当するものにあっては当該適用、派遣からの復帰をした配
偶者又は休職から復職した配偶者で前号に掲げる職員に該当するものにあっては当該
復帰又は復職。以下この号において同じ。）に伴い職員が居住する住居に転居した日
（その日が当該異動又は部局の移転の日から当該異動又は部局の移転の直後に在勤す
る部局への勤務を開始すべきこととされる日までの間にある場合に限る。）と同日の
異動等に伴い住居を移転することにより引き続き当該配偶者と別居することとなった
職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する部局に通勤するこ
とが規則第３条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの（規則第５条
第２項第１号又は第４号の人事委員会が認める職員を含む。）（当該日の同一部局内に
おける異動又は職務内容の変更等に伴い職務の遂行上住居を移転することにより引き
続き当該配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は職務内容の変更等の直
後の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。）の
うち、単身で生活することを常況とする職員又は満１５歳に達する日以後の最初の３月
３１日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員。ただし、当該
配偶者が単身赴任手当の支給を受ける場合を除く。

（給与課給与グループ）

別記４
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人 委 第 ７７９ 号
平成２５年３月２９日

北 海 道 教 育 庁 教 育 次 長 様
札幌市教育委員会学校教育部長

北海道人事委員会事務局長

管理職手当に関する規則第２条第２項ただし書、別表第１、別表第２及び別表
第３の規定に基づく指定についての一部改正について（通知）

管理職手当に関する規則第２条第２項ただし書、別表第１、別表第２及び別表第３の規定
に基づく指定について（平成１９年３月３０日付け人委第６１５号通知）の一部が次のとおり改正
されたので、平成２５年４月１日以降は、これによって実施してください。

記
第１項第１号アの�ウ中「第３条」を「第２条」に改める。
第２項の表中

を

」

「

平成１０．４．１以降

平成元．４．１以降

１３ １２学級以上の規模の学校又は職
員数が３８人以上の学校の事務長

１４ 前号に相当すると認められる事
務長

事務長特別支援学校

昭和４４．１０．１以降

平成２１．４．１以降

１１ ３学級以上の規模の学校の教頭
（中学校の校舎と小学校の校舎と
が併設されている学校（当該中学
校及び小学校の校長が同一人であ
る学校に限る。）の教頭のうち、
当該中学校及び小学校のそれぞれ
の認可学級数が２学級以下であ
り、かつ、それぞれの認可学級数
を合算した場合における学級数が
３学級以上となるときであって、
当該中学校及び小学校の教頭とし
て同一人が命課されている者を含
む。）

１２ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４
号）第４４条に規定する児童自立支
援施設内に設置する分校の教頭

教頭中学校
小学校

に

」

「
平成１０．４．１以降

平成元．４．１以降

１１ １２学級以上の規模の学校又は職
員数が３８人以上の学校の事務長

１２ 前号に相当すると認められる事
務長

事務長特別支援学校

改める。

（給与課給与グループ）

別記５
人 委 第 ７８０ 号
平成２５年３月２９日

北 海 道 教 育 庁 教 育 次 長 様
札幌市教育委員会学校教育部長

北海道人事委員会事務局長

校長、教頭及び事務長に係る管理職手当についての一部改正について（通知）
校長、教頭及び事務長に係る管理職手当についての一部改正について（平成１９年３月３０日
付け人委第６１６号通知）の一部が次のとおり改正されたので、平成２５年４月１日以降は、こ
れによって実施してください。
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記
本文中「第１４号」を「第１２号」に改める。
第２項中「第１４号」を「第１２号」に、「第１３号」を「第１１号」に改める。

（給与課給与グループ）

教 高 第 ５６ 号
平成２５年４月２３日

各 教 育 局 長
各 道 立 学 校 長 様
各市町村教育委員会教育長

北海道教育委員会教育長

平成２６年３月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日
等並びに文書募集開始時期等について（通知）

このことについて、文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省職業安定局長から別記の
とおり通知がありました。
選考開始期日等及び文書募集開始時期等の遵守については、これまで関係機関の努力によ
り成果を上げているところですが、今年度につきましても、別記通知の趣旨に基づき、就職
希望者に対する適正な職業選択の指導と求人秩序の確立を図るようお願いします。

記
１ 留意事項
�１ 北海道における新規中学校卒業者（中等教育学校前期課程修了者及び特別支援学校中
学部卒業者を含む。）の推薦及び選考については、平成２５年１２月１日以降から行っても
差し支えないこと。
�２ 新規高等学校卒業者（新規中等教育学校卒業者及び特別支援学校高等部卒業者を含
む。以下同じ。）の推薦開始期日については、推薦文書の到達が平成２５年９月５日以降
となるようにすること。
�３ 新規高等学校卒業者の選考開始期日については、平成２５年９月１６日以降とすること。
�４ 職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第２７条又は第３３条の２の規定に基づいて、新規
高等学校卒業者に係る求人申込みを受理する高等学校（中等教育学校及び特別支援学校
高等部を含む。以下同じ。）においては、公共職業安定所の確認印がある求人票のみ受
理するものとし、確認印がない求人票を提出した事業所には生徒の推薦は行わないこ
と。
�５ 早期に選考を行おうとする事業所があった場合は、公共職業安定所及び教育局に報告
するとともに、事業所に対して選考開始期日の遵守について協力を求めること。
�６ 新規高等学校卒業者の文書募集の開始時期は卒業年の前年の７月１日以降とするこ
と。

２ 早期求人状況報告
高等学校に対し早期に選考を行おうとした事業所の有無を把握したいので、次により報
告願います。
�１ 道立学校及び市町村教育委員会にあっては、早期求人状況報告書（別記様式）を作成
の上、平成２５年１０月３日（木）までに、教育局に２部提出してください。
�２ 教育局にあっては、管内分を取りまとめの上、平成２５年１０月１１日（金）までに、学校
教育局高校教育課に１部提出してください。

（学校教育局高校教育課普通教育指導グループ）
（学校教育局高校教育課産業教育指導グループ）
（学校教育局義務教育課義務教育指導グループ）
（学校教育局特別支援教育課学校教育指導グループ）

別記様式
早 期 求 人 状 況 報 告 書

北海道 学校

指導後
の選考

関係機関及び学校の最初に実施
しようとし

求
人

９月１５日以前に選考を開始
しようとした事業所名

道内外
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道

外

の

事

業

所

道

内

の

事

業

所

月 日指 導 状 況た選考月日数及 び 所 在 地の 別

備考 これらの事実のない場合には、「事業所名及び所在地」の欄に「なし」と記入す
ること。

別記
２４文科初第１２５８号
職発０３３１第５号
平成２５年３月１１日

各都道府県教育委員会教育長 殿
各 都 道 府 県 知 事 殿

文部科学省初等中等教育局長
布 村 幸 彦

厚生労働省職業安定局長
岡 崎 淳 一

平成２６年３月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日
等並びに文書募集開始時期等について（通知）

新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等並びに文書募集開始時
期等の遵守については、学校教育の充実を図り、職業紹介を円滑に実施する観点から、これ
までも御尽力願ってきたところでありますが、平成２６年３月新規中学校・高等学校卒業者に
ついては、全国高等学校長協会、主要経済団体（一般社団法人日本経済団体連合会、日本商
工会議所、全国中小企業団体中央会）、文部科学省及び厚生労働省において検討を行った結
果を踏まえ、下記によることとしました。
ついては、就職希望者の適正な職業選択を確保するとともに、求人秩序の確立を図り、併
せて適正な推薦・選考が行われるよう、引き続き特段の御尽力をお願いします。
また、新規学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性、能力等を中心としてこれを行
い、定時制課程及び通信制課程の卒業者と全日制課程の卒業者との間の差別的な取扱いや同
和問題に係る差別的取扱いが行われないよう、また、男女雇用機会均等法の趣旨に沿った採
用活動が行われるとともに、障害者に対しては格別の考慮がなされるよう御配慮願います。
さらに、採用内定取消しの防止等を図るため、平成２１年１月１９日に公布・施行された職業
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安定法施行規則の一部を改正する省令（平成２１年厚生労働省令第４号）等に基づく事前通知
制度や企業名公表制度、「新規学校卒業者の採用に関する指針」の一層の周知、学校とハ
ローワークの十分な連携等による採用内定取消し事案の的確な把握について特段の御配慮を
お願いします。
なお、主要な関係機関に対しては、別添１、２及び３のとおり協力方依頼をしましたので
御了知願います。

記

第１ 新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等
１ 推薦及び選考開始期日並びに採用内定
�１ 新規中学校卒業者（中等教育学校の前期課程修了者を含む。以下同じ。）の推薦及
び選考開始期日については、平成２６年１月１日以降とし、積雪地の関係からやむを得
ない事情があるときは、次の地域に限り、平成２５年１２月１日から行っても差し支えな
いこと。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石
川県、福井県、長野県（飯山公共職業安定所管内の地域に限る。）、島根県（松江公共
職業安定所隠岐の島出張所管内の地域に限る。）
�２ 新規高等学校卒業者（新規中等教育学校卒業者を含む。以下同じ。）の推薦開始期
日については、推薦文書の到達が平成２５年９月５日（沖縄県については平成２５年８月
３０日）以降となるようにすること。
�３ 新規高等学校卒業者の選考開始期日については、平成２５年９月１６日以降とするこ
と。
�４ 採用内定の開始については、従前と同様、選考開始と同日以降に行うことができる
ものであること。

２ 求人申込みの手続き等
�１ 職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第２７条又は第３３条の２の規定に基づいて、新
規高等学校卒業者に係る求人申込みを受理する高等学校（中等教育学校を含む。以下
同じ。）に求人申込みを行う場合においても、当面、適正な求人条件の確保、早期推
薦・選考の防止及び円滑な労働力需給調整の実施等の見地から、求人申込みを行おう
とする事業所は、当該事業所を管轄する公共職業安定所（以下「安定所」という。）
に求人申込書を提出して、選考期日、求人内容等について適正であることの安定所の
確認（求人票への確認印の押印）を受けた後、当該求人票により高等学校に求人申込
みを行わなければならないこととすること。
したがって、この手続によらない求人申込みのあった場合には、高等学校は、生徒
の推薦を行わず、確認印の押印のある求人票の提出を求め、その提出後、推薦を行う
ものとすること。
�２ 求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確な実施等適正な求
人の確保を図るため、次のとおりとすること。
ア 新規中学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等
�ア 安定所における求人申込みの受理は、平成２５年６月２０日から開始するものとす
ること。
�イ 安定所の他安定所への求人連絡は、平成２５年７月１日以降開始するものとする
こと。

イ 新規高等学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等
�ア 安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の受付は、平成２５年
６月２０日から開始するものとすること。
�イ 安定所が確認した求人票の求人者に対する返戻は、平成２５年７月１日から開始
するものとすること。
�ウ 学校における求人申込みの受理は、平成２５年７月１日以降開始するものとする
こと。
また、安定所で受理した求人の学校への提示についても、平成２５年７月１日以
降に行うものとすること。

�３ 求人活動のための学校訪問については、原則として安定所において確認を受けた求
人票により学校に求人申込みを行った日以降に行うこととするが、学校の事前の了解
の下に、安定所に求人申込みを行った日以降についても行うことができるものとする
こと。

３ 就業開始期日
�１ 新規中学校卒業者の就業開始（実習、研修等を含む。）時期は、労働基準法（昭和
２２年法律第４９号）第５６条の規定により平成２６年４月１日以降とすること。
�２ 新規高等学校卒業者の就業開始時期については、卒業後とするよう事業所を指導す
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ること。
４ 選考の通知
未内定者に対する職業指導を早期に実施するため、事業所に対し、選考後は、採用内
定取消しが生じないよう十分配慮しつつ、できる限り速やかに採否を決定し、選考を受
けた生徒にその旨を通知するよう協力を求めること。
５ 都道府県高等学校就職問題検討会議の開催
平成１４年度から設置している都道府県高等学校就職問題検討会議（以下「検討会議」
という。）については、本年度においても、都道府県教育委員会と都道府県労働局が共
同で、次により開催、運営すること。
�１ 検討会議は、安定所、都道府県私立学校主管部局・雇用対策主管部局、学校側代表
及び産業界側代表等の参加を求め、次の事項について連絡又は検討、協議等を行うこ
と。
ア 求人受理開始日、紹介開始期日、選考開始期日等全国統一して実施すべき事項に
ついての説明又は確認
イ 各都道府県の状況等を踏まえた新規高等学校卒業者の応募・推薦方法のあり方に
ついての関係者の申し合わせ又は確認事項等の協議
ウ 均等な応募・選考の機会の確保のための関係者の申合せ又は確認事項等の協議
エ 生徒に対する効果的な職業指導等を行うための検討
オ 関係業務の効果的な実施等新規高等学校卒業者に係る円滑な労働力の需給調整を
図るための方策及び当該方策を実施するに当たっての関係者の連携協力事項の検
討、協議
カ その他必要な情報の提供、地域の実情に応じた連絡、検討、協議等
�２ 検討会議で協議された申し合わせ、確認事項等は、報道機関に発表する等適切な方
法で幅広く速やかに公表するものとすること。
また、検討会議の議事については、原則として公開するものとし、都道府県教育委
員会は当該議事録の作成・保管等を行い、事務所内に備え付ける等閲覧希望者が閲覧
できるよう必要な措置を講ずるものとすること。

６ 関係部局間の連携及び関係部局による是正指導の強化
�１ 都道府県教育委員会、私立学校主管部局は、雇用対策主管部局、学校、都道府県労
働局、安定所との連携を密にし、上記５により確認又は申し合わせた内容の完全実施
等職業紹介の適正な実施に努めること。
また、求人者に対しては、高等学校教育の正常化及び生徒の適正な職業選択の確保
のため、選考開始期日を厳守し、求人秩序の確立及び生徒の応募機会の確保を図るこ
とについて協力を求めること。
�２ 申し合わせた期日より早期に選考又は推薦を行おうとするなど、秩序を乱すと認め
られる事業所又は学校に対しては、厳に自粛を促すこと。

第２ 新規中学校・高等学校卒業者の文書募集の取扱い
１ 新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い
新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の開始時期は卒業年の前年の７月１日以降
とすること。
なお、文書募集を行う場合は次の条件によることとすること。
�１ 安定所において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記載内容と異なるも
のでないこと。
�２ 広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の求人番号を掲載す
ること。
�３ 応募の受付は学校又は安定所を通じて行うこと。
また、求人者が文書募集による応募者を受け付ける場合であっても、推薦開始期
日、採用選考期日については、上記第１の１�２から�４の取扱いと同様であること。

２ 新規中学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い
新規中学校卒業者を対象とする文書募集は行わないこと。

第３ 報告
各都道府県における早期に選考及び推薦等を行った事業所及び学校の名称並びにこれら
に対して指導した内容について、平成２５年１０月３１日までに、文部科学省初等中等教育局児
童生徒課長又は厚生労働省職業安定局若年者雇用対策室長あて報告すること。

（別添１から別添３まで省略）
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